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警 察 署 協 議 会 会 議 録 

城南警察署協議会 
 

 開催年月日時 
 令和６年１月３１日 午後２時００分 から 

 令和６年１月３１日 午後３時００分 まで 

開 催 場 所  城南警察署４階 大会議室 

 

 

 

出 席 者 

警察署協議会  会長以下 ７名 

警 察 署 

署長、副署長、刑事管理官、総務課長、会計課長 

生活安全課長、刑事第一課長、交通課長 

警備課長、総務第二係長 

議 事 概 要 

 

（Ａ４） 

【会長挨拶（要旨）】 

 ○ 今年は、すでに城南区で交通死亡事故が発生し、尊い命が失われており、非

常に厳しい治安情勢になっていると感じている。 

 ○ 城南警察署開庁後、パトロールをしている警察官やパトカーの姿をよく見か 

けるようになり、とても心強く感じているが、まだまだ、事件・事故は発生し

ているわけで、城南区民が安心して暮らせるようになるには、城南警察署との

より一層の連携、協力が必要だと考えている。 

 ○ 我々地域住民も、城南警察署の取り組みと連携して一体となり、よりよい街 

づくりに努めていきたいと思っている。 

 ○ 本日の協議会を是非、実のあるものにしたいと考えているので、よろしくお 

  願いする。 

【署長挨拶（要旨）】 

〈管内の治安情勢について〉 

○ 昨年の福岡県内における刑法犯認知件数及び交通死亡事故死者数は前年を

大きく上回り、ニセ電話などの特殊詐欺の被害額も１３億円を越え、県民の体

感治安の悪化が懸念される。 

○ 城南警察署管内においても刑法犯認知件数が増加傾向にあるほか、昨年は開

庁後初の交通死亡事故が発生している。 

○ 本年は既に、七隈交番管内で交通死亡事故が発生しており、また、昨年末か

ら年始にかけて特殊詐欺による高額被害が発生するなど、大変厳しい治安情勢

となっている。 
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 〇 委員におかれましては、城南区の治安課題について、忌憚のないご意見をお

願いする。 

〇 今後も署員一人一人が地域の安全安心の確保を目指し、最大限努力していく

所存であり、皆様のご理解とご協力をよろしくお願いする。 

 

【報告事項】 

 〇 令和６年福岡県警察運営指針の説明 

 

 ○ 令和５年中城南警察署管内情勢及び令和６年城南警察署活動重点について 

  １ 総務課 

    警察安全相談と被害者支援活動について 

  ２ 会計課 

    適正な遺失物業務の推進について 

  ３ 刑事第一課 

⑴  令和５年中の刑法犯発生状況について 

⑵  性暴力・児童虐待への的確な対処と重要凶悪事件の徹底検挙について 

  ４ 刑事第二課 

⑴  令和５年中の暴力団対策とニセ電話詐欺発生状況について 

⑵  暴力団等の実態把握と検挙活動について 

⑶  ニセ電話詐欺対策について 

  ５ 生活安全課 

ニセ電話詐欺対策について 

  ６ 交通課 

⑴  令和５年中の交通事故発生状況について 

⑵  交通事故抑止のための取組について 

⑶  飲酒運転撲滅のための取組について 

  ７ 警備課 

    災害対策について 
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 【質疑・意見・要望等】 

 〇 委員から「ニセ電話詐欺に関して、自治会の定期連絡会等で説明や案内し

たいこと等があれば相談していただきたい。」旨の発言があった。 

 〇 委員から「城南警察署管内におけるＳＮＳでの誹謗中傷の被害相談状況に

ついて教えていただきたい。」旨の質疑があり、刑事第一課長から「件数は

回答できないが、ＳＮＳによる名誉棄損の相談や被害届は受理している。Ｓ

ＮＳでの名誉棄損は海外サーバーを経由していることが多く、被疑者の特定

が困難な状況もあるが、可能な限り捜査している。」旨の回答があった。 

○ 委員から「警察における性被害の相談対応体制を教えてほしい。また、他

機関から警察に相談の取次ぎを行う制度はあるのか。」旨の質疑があり、刑

事第一課長から「警察署では警察安全相談係で、交番に来所した場合は交番

員が対応しているが、基本的に相談者の希望に沿って、話を聞く職員を変更

するなど柔軟に対応している。また、全国の警察に一律電話番号で性犯罪被

害相談電話を設置しており、相談者の発信場所を管轄する都道府県警察の専

用電話につながって話を聞く体制となっている。また、犯罪被害者支援セン

ターとも連携しており、センター職員が被害者に付添って警察署に来署した

り、センターから連絡を受けた警察本部が管轄警察署に連絡、管轄警察署が

被害者に話を聞いて事件化していくこともある。」旨の回答があった。 

○ 委員から「警察官に対するカスタマーハラスメントの被害状況や対策につ

いて教えてほしい。」旨の質疑があり、総務課長から「現時点で被害の発生

はない。カスタマーハラスメントについては、福岡県警全体で組織的に対応

しており、個人に負担をかけないようにバックアップしている。」旨の回答

があった。 
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